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＜バージョンアップ概要＞

今回のバージョンアップは、主に機能追加と不具合対応を行いました。

○入社手続き

１．入社情報

・社員名の右に電子申請用社員名入力欄を追加しました。

　こちらが入力されている場合、電子申請用データの社員名にセットされます。

　※社員基本情報にも同様の入力欄を追加しました。

○給与/賞与手続き

１．振込ＦＤ

・社員の口座に銀行コード、支店コードが入力されていると振込区分が「0:振込しない」でも

　振込明細一覧に表示される不具合を修正しました。

２．給与/賞与明細一覧表

・社員名が特定の長さの場合、小さいフォントで出力するチェックボックスがＯＮであっても

　全て出力されない不具合を修正しました。

○電子申請

１．申請案件一覧

・一部の届書で取下げができない不具合を修正しました。

２．届書作成

・新たに以下の届出について作成可能としました。

　＜労働保険＞

　　65:概算・確定申告書(建設)

　＜労働基準＞

　　55:36協定届(本社一括)

　　56:36協定届(建設業)(事業場単位)

　　57:36協定届(建設業)(本社一括)

　　58:36協定届(自動車運転者)(事業場単位)

　　59:36協定届(自動車運転者)(本社一括)

　　62:変形労働協定届(本社一括)

　　64:就業規則(変更)届



　　※本社一括届の場合、厚生労働省が提供している「一括届出事業場一覧作成ツール」で

　　　作成したＣＳＶファイルの添付が必須となります。

　　　詳しくは、厚生労働省のＨＰをご覧ください。

　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

・事業所コードが数字のみでない事業所が存在する場合、一部の届書について

　作成時にエラーとなる不具合を修正しました。

・以下の届書について、事業所の電話番号欄に社員の電話番号がセットされる不具合を

　修正しました。

　　45:産前産後休業終了時報酬月額変更届

　　46:育児休業等終了時報酬月額変更届

　　47:養育期間標準報酬月額特例申出書/終了届

・以下の届書について、在留期間の年に和暦年がセットされる不具合を修正しました。

　　54:雇用取得届（単記）

・以下の届書について、２０２５年４月以降の新様式に対応しました。

　これに伴い、届出意思確認済チェックボックスを追加しました。

　チェックボックスにレ点を入れて送信すれば委任状の添付は不要となります。

　　45:産前産後休業終了時報酬月額変更届

　　46:育児休業等終了時報酬月額変更届

○随時手続き

１．育休取得者終了届

・変更後の育児休業等取得日数に「0」を印字しないよう修正しました。

２．標準報酬特例申出書

・事業主続柄確認欄の有る用紙への印刷に対応しました。

○労働保険手続き

１．一括有期報告書

・賃金総額の印字を１０桁まで可能としました。



○事業所

１．時間外・休日労働（電申）

・届出業種、届出区分を追加しました。

　電子申請で届出する業種と区分を選択して下さい。

　36協定届の電子申請を行う場合、届書作成画面の届書の種類と一致させる必要があります。

２．変形労働協定届

・届出区分を追加しました。

　電子申請で届出する区分を選択して下さい。

　変形協定届の電子申請を行う場合、届書作成画面の届書の種類と一致させる必要があります。

３．住民税一覧入力

・住民税一覧入力を機能追加しました。

　「年税額」・「６月分」～「５月分」の１２ヶ月分の月割額を一覧で入力する事が出来ます。

　入力順も「社員コード順」と「市町村コード順」の２種類より選択する事が可能で

　入力項目も「年税額・６月分・７月分」と「年税額・６月分～５月分」の１２ヶ月分入力

　（※選択項目「１２ヶ月分表示」選択時）の２種類より選択する事が出来ます。

　「年税額」のみ入力して更新した場合、更新時に年税額を１２ヶ月分に月割計算して登録します。

　「６月分・７月分」のみ入力して更新した場合、更新時に「７月分」の税額を

　「８月分～５月分」の税額にも同額で登録します。



○社員

１．社員基本情報

・連絡票で被扶養者のみが追加された場合、被扶養者として認定された日に配偶者の認定日が

　出力される不具合を修正しました。

２．社員給与情報

・住民税の入力項目を「６月分・７月以降」の２項目から１２ヶ月分の１２項目に変更しました。

　「年税額」の入力項目も追加し、右横の「計」ボタンをクリックすると月割計算します。

　※月割計算は、年税額を１２で割った金額（１００円未満切り捨て）が７月分～５月分の税額、

　　年税額から７月分税額×１１の差額が６月分税額とします。

　「８月分～５月分」の税額は、バージョンアップ時に「７月分」の税額と同額を登録します。

３．労働者死傷病報告（電申）

・電子申請の仕様上、全角入力が必要な項目について更新時に全角チェックを追加しました。


